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名張近鉄ガス株式会社 

大阪ガス株式会社 

 

平素は、当社の電気※1をご利用いただきありがとうございます。 

 

当社は、電気供給（取次）約款等※2（以下「約款等」といいます。）を、2022 年 10 月 1 日付で変更し、燃料費調整額の算定

に用いる平均燃料価格の上限価格と下限価格を廃止します。 

当社は、当社の電気をご利用いただいているお客さまに、燃料費調整により、燃料価格の変動を電気料金に反映してご負担いただい

ておりますが、急激な燃料価格の変動によるお客さまへの影響を緩和するため、上限価格と下限価格を設定しておりました。 

しかしながら、ウクライナ情勢の深刻化や急激な円安の進行といった昨今の国際情勢の急激な変化により、燃料価格は高騰を続

けており、今後の継続するものと見込まれています。当社はこれまでも安心して電気をご利用いただけるよう、徹底した事業運営の効率

化に取り組んでまいりましたが、安定的に電気供給を継続していくために約款等を変更することといたしました。 

 

引き続き一層の事業運営の効率化に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

なお、当社の電気のご利用を継続いただける場合、お客さまにて特段のお手続きは不要です。 

※1名張近鉄ガスは、大阪ガスの取次店として大阪ガスが供給する電気を取り扱っています。 

※2電気供給（取次）約款、電気供給（取次）約款附則等をいいます。 

 

 

燃料価格の高騰は今後も継続するものと見込まれており、電気供給を安定的に継続していくために、燃料価格の

変動を電気料金に反映させていただくこととし、11月検針分の電気料金より平均燃料価格の上限価格と下限価

格を廃止することといたしました。 

 

 

 

 



 

 

 

2022年 10月 1日付で約款等を改定いたします。 

改定後の料金は 2022年 11月検針分の電気料金より適用いたします。 

 

 

 

当社の電気のご利用を継続いただける場合、お客さまにて特段のお手続きは不要です。 

変更を承諾いただけない場合は、2022年 9月末日までに下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

なお、2022年 9月末日までに下記お問い合わせ先までご連絡をいただいた場合、当社は解約金をいただきません。 

 

 


